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第 3期中期計画と取組・実績

（1）獣医学研究院・獣医学院・獣医学部
第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

1．教育に関する目標を達成するための措置

（1）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

・グローバルに活躍する
力，国際通用性を養う
ために，特に大学院課
程における授業科目の
英語化を推進する。

・大学院課程における修
学ポートフォリオの導
入・運用を実施する。

・大学院課程の必修科目では「インターンシップ」，
選択科目では「総合臨床特論」「専門獣医科学特
論」を除く全ての科目について，英語化を実現し
た。

・獣医学院版ポートフォリオ「VetLog」をすでに導
入，運用している。

・2019 年度から外部英語試験を大学院入学試験に完
全導入し，英語力の公平な評価，入学試験の簡素
化を実施した。単位換算で約 80％の科目を英語で
開講している。これは第 2 期中期目標終了後の約
60％から約 20％上昇したことを意味する。「アカ
デミックイングリッシュ」ではディベートを中心
としたアクティブラーニング授業を継続してい
る。本必修科目は，獣医学研究院所属のネイティ
ブスピーカーの特任講師による英語トレーニング
で，学生の能力とニーズに応じて様々なクラスを
開講するとともに，個別にオーダーメイド式の
フォローアップも実施している。事務連絡等も日
英併記を励行し，大学院の国際化を進めた。

・2017 年度から本格的に開始した VetLog システム
は，LP/WISE プログラムにおいて授業開始連絡，
認定試験結果，各種説明会の案内，レポート提
出，資格審査報告など，自身の成長や修得能力の
確認といった学修成果の可視化に用いられてい
る。試験的に開始した 2016 年度には 13 名の報告
書が掲載され，本格的開始の 2017 年度は 1 名の，
2018 年度は 9 名の各種報告書を掲載し，履修指導
状況を記録している。メンター制度についても，
VetLog システムを用いて実施し，2017 年度で 11
名，2018 年度で 1 名の利用がされている。2019 年
度の利用実績はなかった。

・大学院課程・学士課程
授業のアクティブラー
ニング化を推進する。

・ICT を活用した自学自
習教育コンテンツ開発

（オープン教材開発を含
む），共同獣医学課程
VetPortal システムによ
る学習支援，スキルス
ラボの整備を拡充・推
進する。

・アカデミック・インテ
グリティの保証，高度
職業人倫理教育のため
に，大学院課程・学士
課程における研究倫理
教育，獣医倫理教育を
強化する。

・学士課程の実習はアクティブラーニング方式で実
施している。

・学部：臨床関連技術のトレーニングのためのスキ
ルスラボの拡充のため，一教室をスキルスラボに
変更し，バーチャル解剖のソフト，縫合，採血，
整形関係の練習のためのシュミレーターを整備し
た。

・学部：オープンエデュケーションセンターの協力
を得て，臨床実習手技の解説をする自学自習教育
コンテンツを 5 個完成させた。また 3 つは英語化
した。

・（獣医学部）スキルスラボの拡充の一環として，ウ
シの産科検診用のシミュレーターを設置した。

・「アカデミックイングリッシュ」ではディベートを
中心としたアクティブラーニング授業を継続して
いる。本必修科目は，獣医学研究院所属のネイ
ティブスピーカーの特任講師による英語トレーニ
ングで，学生の能力とニーズに応じて様々なクラ
スを開講するとともに，個別にオーダーメイド式
のフォローアップも実施している。

・2006，09，12，15，18 年度に，国際実験動物管理
認定機構の完全認証を継続し，国際基準に適合し
た動物実験倫理教育を継続的に実践している。
2017 年度から，研究活動の不正防止を含む「研究
倫理演習」として実践している。
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第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

・教育課程の一層の体系
化と学修成果の検証体
制の整備を推進すると
ともに，学生組織がカ
リキュラムや授業改善
に参画できる仕組みを
整備する。

・学修成果検証の一環と
して学士課程に共用試
験 CBT/OSCE を 導 入
する。

・ 教 育 課 程 を 実 質 的 に
クォーター化する。

・学部：教務委員会ならびに学生委員会の学生委員
を選出し，参加させ，意見を吸収する仕組みを構
築した。さらに，学生代表ならびに獣医学関連ス
テークホルダーの意見を吸収する獣医学教育懇談
会を設置し，学生および外部ステークホルダーの
意見を教育改善に活用する仕組みを整え，運用を
開始した。平成 31 年度から実施するカリキュラム
を策定したが，その際に，学生および外部ステー
クホルダーの意見を取り入れ必要に応じて反映さ
せた。

・CBT/OSCE 導入 2 年目で，合格率はいずれも 2 年
続けて 100％を記録した。

・畜産系科目を除く全ての科目についてクゥオー
ター化を実施した。

・（獣医学部）平成 30 年度に構築した，「教務委員会
ならびに学生委員会の学生委員を選出し，参加さ
せ，意見を吸収する仕組み」，ならびに，「学生代
表ならびに獣医学関連ステークホルダーの意見を
吸収する獣医学教育懇談会」を継続し，実質化を
進め，PDCA サイクルを意識して，これらの会で
出された意見を教育改善による質保証に活用した。

・2017 年度より，獣医学研究科は，新興・再興感染
症を代表とする疾病に対し，世界的規模で異分野
が集結し人材育成する必要から，人獣共通感染症
リサーチセンターおよび医学研究院の一部と協力
し「国際感染症学院」を新設した。さらに，動物
医科学／汎動物学・最先端獣医療・世界環境保全
のプロフェッショナル育成に特化する社会的な必
要性から，新たな「獣医学院」が編成された。

・「One Health に貢献する獣医科学グローバルリー
ダー育成プログラム」（2011〜2017 年度）では，
俯瞰力及び問題解決能力を持って国際舞台でリー
ダーシップを発揮できる専門家の育成を進めてき
た。2019 年度から，One Health に係る問題解決策
をデザインして実行できる専門家（知と技のプロ
フェッショナル）養成のため，WISE プログラム
を実施している。また，一部を文理問わず大学院
生に提供する One Health Ally コースを設置する。

・JD，あるいはコチュテ
ル等の設置を目指し，
海外大学との教育連携
を推進する。

（2）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

・高等教育研修センター
と連携し，共同獣医学
課 程 の FD/SD プ ロ グ
ラムを実施して教職員
の教育力・教育支援力
の高度化を推進する。

・英語を母語とする教員
を常置し，学生に加え
教職員向けの英語教育
FD を実施して英語能
力の向上を図る。

・H30 年度北大畜大共同課程合同 FDSD を幕別で実
施した。

・（獣医学部）共同獣医学課程では平成 24 年から継
続実施している帯広畜産大学と合同で 1 泊 2 日の
FD を開催している。2019 年度は 2020 年 3 月 1〜
2 日に，小樽市朝里川温泉クラッセホテルで開催
予定である。本年度も EAEVE 認証取得後の課
題，授業コンテンツ等について，情報を共有し，
継続して対策を講じることとした。

・（獣医学研究院・獣医学部）平成 26 年度から英語
を母国後とする特任講師を継続雇用し，大学院
生，学部学生へのオーダーメイド式英語教育を実
施した。

（3）学生への支援に関する目標を達成するための措置

・大学院課程における修
学 メ ン タ ー 制 度 の 導
入，並びにキャリアパ
ス支援体制の強化によ
り，修学支援・キャリ
アパス支援を強化する。

・合同就職説明会等の就
職活動・キャリア支援
事業を充実させる。

・例年開催している自治体の合同就職説明会（5/10）
のほか，H30 年度では動物病院合同説明会（6/16）
を初めて開催した。

・キャリアパス支援委員会による海外インターン
シップ派遣の指導・支援を継続した。

・大学院生のキャリア開発のため，インターンシッ
プを必修化する他，キャリアパス委員会でイン
ターンシップ先との連絡状況を支援するなどの活
動を実施している。協定等に基づく留学期間別日
本 人 留 学 生 数 は，2016 年 度 53 名，2017 年 度 49
名，2018 年度 39 名で，主として 1 ヶ月の留学が
多い。これは必修科目としてのインターンシップ
を名目に，積極的に海外経験を希望していること
を示す。

・獣医学部独自で実施する就職説明会は 2019 年度で
9 回目となる。2019 年 5 月 9 日に，獣医学部合同
就職説明会を開催した。全国から 40 団体 75 名の
担当者が集い，学部生・大学院生計 65 名の参加を
得，成功裏に終了した。

・特別修学支援に関する
FD・SD 研修を実施す
る。
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第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

（4）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

・既存入試制度の検証と
アドミッション・ポリ
シーに基づく今後の入
試方針の検討・策定を
行うとともに，大学院
課程における国際化に
対応した入学者選抜方
法の改善を実施する。

・国費外国人留学生の優
先配置，博士課程リー
ディングプログラムの
外国人特別選抜等を利
用して優れた留学生の
積極的受入を継続・実
施する。

・大学院入試における英語試験制度を見直し，TOE-
FL-iBT など外部試験結果を評価する選抜方法を一
部に導入した。

・国費外国人留学生の優先配置により獣医学院に 2
名の留学生を入学させた。

・国費外国人留学生の優先配置を行なう特別プログ
ラム（PGP）「国際獣医学ネットワーク形成に向け
た研究者養成プログラム」（2007 年度〜2016 年度）

（4 名枠），ならびにその後継・発展型として「One 
Health に貢献する獣医科学ネットワーク拡充に向
けた研究者養成プログラム」（2017 年度〜2020 年
度）（6 名枠）を実施している。2019 年度は，獣医
学院 4 名，国際感染症学院 2 名の入学者があった。

2．研究に関する目標を達成するための措置

（1）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

・人獣共通感染症グロー
バルステーションの研
究活動を一層推進して
感染症分野における世
界 ト ッ プ レ ベ ル の 研
究・教育を進める。

・他部局，GI-CoRE 等全
学組織と連携した検討
を行い，部局横断型研
究 プ ロ ジ ェ ク ト の 形
成・参画を推進する。

・全学の支援組織，URA
職を活用し，大型研究
プロジェクトの企画と
資金の獲得を目指す。

・卓越大学院プログラム「One Health フロンティア
卓越大学院」が採択された。

・（獣医学研究院）平成 30 年度に採択された卓越大
学院プログラムで，令和元年 4 月に第一期生 20 名
を受け入れた。また，令和元年 10 月に卓越大学院
プログラムの One Health Ally Course を開始し，
第一期生 15 名を選抜した。卓越大学院プログラム
担当の特定専門職員 1 名，特任助教 1 名を雇用
し，プログラムの円滑な運営を推進した。

・研究拠点形成事業（ア
ジア・アフリカ型）を
発展させたネットワー
クの形成と研究を推進
する。

・ザンビアで地球規模課題対応国際科学技術協力プ
ログラム「ザンビアにおける鉛汚染のメカニズム
の解明と健康・経済リスク評価手法および予防・
修復技術の開発」を推進した。

・モンゴルで実施中の，JICA 技術協力プロジェクト
「獣医畜産分野人材育成能力強化プロジェクト」を
国内支援委員会を組織して支援し，述べ 26 名の教
員を短期専門家として派遣した。また，国別研修
で，モンゴルから 6 名の研修生を，北海道大学で
50 日間受け入れた。

・（獣医学研究院）ザンビアで地球規模課題対応国際
科学技術協力プログラム「ザンビアにおける鉛汚
染のメカニズムの解明と健康・経済リスク評価手
法および予防・修復技術の開発」を推進した。

・若手教員に対する学外
研修を支援する仕組み
を構築する。

・（獣医学研究院）「国際獣医師人材育成世界展開プ
ログラム」で実施している学生派遣の際に，若手
教員を引率として同行させ，派遣先大学との学術
交流を推進させる取り組みを開始した。

・博士課程教育リーディ
ングプログラムで構築
した国内外インターン
シップの単位化の継続
とキャリアパス支援委
員会のキャリアパス支
援強化により，国際的
なキャリアパス形成支
援を推進する。

・キャリアパス支援委員会による海外インターン
シップの指導・支援を継続した。博士課程教育
リーディングプログラム修了者のうち 1 名が，国
際機関である国際獣疫事務局（OIE）への就職が
決定した。

・（旧獣医学研究科）キャリアパス支援委員会による
海外インターンシップの指導・支援を継続した。
博士課程教育リーディングプログラム修了者のう
ち 1 名が，国際機関である世界保健機関（WHO）
に就職した。
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第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

（2）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

・研究院内研究強化戦略
タスクフォースの拡充
により，全学の支援組
織，URA 職を活用し，
大型研究プロジェクト
の企画と資金の獲得を
行う。

・卓越大学院プログラム「One Health フロンティア
卓越大学院」が採択された。

・（獣医学研究院）平成 30 年度に採択された卓越大
学院プログラムでは，運営委員会を中心とする組
織により，着実なプログラムの実施を進めた。

・技術支援員の雇用を含
む共通機器委員会の機
能強化を図り，研究院
内研究設備，オープン
ファシリティの活用を
推進する。

・（獣医学研究院）新共用事業（One Health オープ
ンファシリティー）では，安定同位体質量分析装
置を中心に，学外利用の実績を増加させ，数十万
円の収入をあげた。

3．社会との連携や社会貢献及び地域を指向した教育・研究に関する目標を達成するための措置

・ 国 際 学 術 雑 誌 JJVR
（Japanese Journal of 
Veterinary Research）
の HUSCAP に よ る 公
開 を 継 続 す る と と も
に，JJVR の編集・投稿
受付体制等を充実させ
る。

・動物医療センターにお
ける公開セミナー開催
を拡充し地域獣医療高
度化，市民啓蒙に貢献
する。

・諸機関との連携等によ
りタイ，モンゴル等ア
ジア諸国の獣医学分野
人材育成を支援し，そ
の技術力向上に貢献す
る。

・モンゴルで実施中の，JICA 技術協力プロジェクト
「獣医畜産分野人材育成能力強化プロジェクト」を
国内支援委員会を組織して支援し，述べ 26 名の教
員を短期専門家として派遣した。また，JICA 国別
研修で，モンゴルから 6 名の研修生を，北海道大
学で 50 日間受け入れた。

・（獣医学研究院）モンゴルで実施中の，JICA 技術
協力プロジェクト「獣医畜産分野人材育成能力強
化プロジェクト」の発展として，2020 年度から新
たな JICA 技術協力プロジェクト 1 件，および地
球規模課題対応国際科学技術協力プログラム 1 件
の採択が決定した。また，令和元年 12 月に，モン
ゴルでの JICA と連携した活動に関する市民公開
講座を開催し，モンゴルにおける国際協力活動を
一般市民を対象に説明した。

・獣医標本施設と連携し
総合博物館の獣医系標
本について充実を図る。

・獣医標本施設の Facebook Zwitter を作成し，標本
室からの情報発信を強化した。

・円山動物園で科学技術セミナー「あの子はオス？
メス？〜動物の性別を DNA から科学的に調べて
みよう！」を開催した。

・（獣医学研究院）フェイスブックを用いて，獣医学
研究院の標本室の広報活動を進めた。

・標津町との連携協定に
基づく教育・研究活動
を強化するとともに，
新たな道内地方自治体
等との連携協定を実現
する。

4．その他の目標を達成するための措置

（1）グローバル化に関する目標を達成するための措置

・人獣共通感染症グロー
バルステーションの研
究活動を一層推進して
感染症分野における世
界 ト ッ プ レ ベ ル の 研
究・教育を推進する。

・GI-CoRE における新た
な グ ロ ー バ ル ス テ ー
ションとして「動物保
全環境科学グローバル
ステーション（仮称）」
の設置に向けた検討を
行う。

・（獣医学研究院）平成 30 年度に採択された卓越大
学院プログラムで，令和元年 4 月に第一期生 20 名
を受け入れた。また，令和元年 10 月に卓越大学院
プログラムの One Health Ally Course を開始し，
第一期生 15 名を選抜した。卓越大学院プログラム
担当の特定専門職員 1 名，特任助教 1 名を雇用
し，プログラムの円滑な運営を推進した。
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・博士課程リーディング
プログラムの海外支援
プログラムを活用して
大学院生の海外派遣を
積極的に進める。

・世界展開力強化事業の
継続実施や SI 科目の増
加を含む海外大学との
教 育・ 研 究 連 携 を 拡
充・推進する。

・英語を母語とする教員
を常置し，留学希望者
への英語トレーニング
支援体制を整備する。

・平成 30 年度，博士 LP で合計 22 件の海外イン
ターンシップ等の海外活動，あるいは国際学会で
の発表 10 件を支援した。

・大学の世界展開力強化事業（平成 25-29 年）の終
了後，機能強化促進経費による「国際獣医師人材
を育成する獣医学教育世界展開プログラム」によ
りタイカセサート大学との単位互換プログラムを
継続した。平成 30 年度はカセサート大学から 5 名
の学部学生を 6 週間受け入れ，北大から 3 名の学
部学生を 6 週間派遣した。また，タイチュラロン
コン大学から 3 名を 1 ヶ月受け入れた。また，同
プログラムで，5 名の学部学生を 2 週間ザンビア
に派遣し，感染症と野生動物に関する教育を実施
した。同じく，6 名の学部学生を 2 週間エジンバ
ラ大学に派遣し，獣医総合臨床および保全医学の
教育を実施した。エジンバラ大学から 5 名の学部
学生を 2 週間受け入れ，野生動物学，産業動物臨
床の実習を実施した。同じく，5 名の学部学生を 1
週間コロラド州立大学に派遣し先端的獣医療を体
験させた。海外に派遣した学部学生には，英語を
母国語とする特任講師らによる事前授業を実施し
て，英語能力の強化に務めた。

・（獣医学研究院）令和元年度，博士 LP で合計 28
人を海外インターンシップ，5 名を海外疫学演習
／共同研究演習の海外活動に派遣した。

・（獣医学研究院）ラーニングサテライト（2 科目）
をザンビアおよびエジンバラで実施した。

・学生の留学経費を支援
する体制を拡充する。

・学生の海外活動に伴う
リスク管理の FD・SD
を実施し，第 2 期に導
入した大学院生の海外
派遣に伴うリスク管理
を強化する。

・機能強化促進経費「国際獣医師人材を育成する獣
医学教育世界展開プログラム」および同窓生の寄
付により設立した「Gen Kato Fund」により，タ
イ，イギリス，ザンビア，アメリカに短期留学す
るプログラムを開始し，平成 30 年度は計 19 名の
学部学生の海外派遣を支援した。

・（獣医学部）機能強化促進経費による「国際獣医師
人材を育成する獣医学教育世界展開プログラム」
で，タイカセサート大学との単位互換プログラム
として，北大獣医学部学生 4 名を 7 週間派遣し，
カセサート大学から 6 名を 7 週間受け入れた。ザ
ンビア大学に北大獣医学部学生 5 名を派遣し，感
染症と野生動物の教育を実施した。エジンバラ大
学に北大獣医学部学生 6 名を 2 週間派遣し保全医
学に関する研修を実施するとともに，エジンバラ
大学から 6 名の学生を受入れ，野生動物学に関す
る研修を実施した。さらにはコロラド州立大学に
北大獣医学部学生 5 名を 1 週間派遣，先端獣医療
に関する研修を実施した。派遣前には，英語を母
国語とする特任講師らによる事前授業を実施し
て，英語能力の強化に務めた。令和元年度は新た
に，タイ・チュラロンコン大学への学部学生派遣
を開始し，北大獣医学部学生 3 名を派遣，チュラ
ロンコン大学から 4 名を 4 週間受け入れた。学生
の派遣（エジンバラ大学，ザンビア大学，カセ
サート大学）および受入（チュラロンコン大学と
カセサート大学）の一部は JASSO による奨学金の
支援を得た。コロラド州立大学の学生派遣は，同
窓生の寄付による基金「Gen Kato Fund」により
実施した。

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

1．組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

・ 研 究 院 長 の リ ー ダ ー
シップの下，執行会議
体制の拡充等により研
究院運営の一層の円滑
化，大学の方針・計画
の反映を推進する。

・外部有識者による運営
懇談会を設置し，研究
院・ 学 院 の 研 究， 教
育，診療業務の運営方
針に反映できる仕組み
を整備する。

・研究院：平成 29 年度に設置した，中堅・若手の准
教授・助教から構成される研究院長補佐会議で，
若手教員の意見の聴取に務めるとともに，本会議
メンバーを中心としたワーキンググループにより
概算要求案（機能強化促進経費および施設整備）
を纏めた。学部：学生代表ならびに外部有識者

（獣医学関連ステークホルダー）の意見を学部教育
に活用するために，北海道大学・帯広畜産大学共
同獣医学課程獣医学教育懇談会を設置し，学生お
よび外部ステークホルダーの意見を教育改善に活
用する仕組みを整え，運用を開始した。平成 31 年
度から実施するカリキュラムを策定したが，その
際に，学生および外部ステークホルダーの意見を
取り入れ必要に応じて反映させた。また，学生の
意見，修了者のアンケート調査の結果を踏まえて
小動物臨床実習の改革を行った。

・（獣医学研究院）中堅・若手の准教授・助教から構
成される研究院長補佐会議で，若手教員の意見の
聴取に務めるとともに，本会議メンバーを中心と
したワーキンググループにより概算要求案（機能
強化促進経費および施設整備）を纏めた。

・（学部）学生代表ならびに外部有識者（獣医学関連
ステークホルダー）の意見を学部教育に活用する
ことを目的とした「北海道大学・帯広畜産大学共
同獣医学課程獣医学教育懇談会」を年に 2 回開催
し，学生および外部ステークホルダーの意見を教
育改善に取り入れた。
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第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

・研究・教育推進のため
に研究院長の裁量によ
る経費の拡充，研究院
内資源の再配分を実施
する。

・学生の海外インターンシップ派遣の支援経費を，
目的別積立金として確保した。博士 LP は平成 29
年度で終了したが，学生主体の活動（Sapporo 
Summer Seminar for One Health, Leading Semi-
nar）を継続するために，会議費，講師招聘旅費等
を研究院長裁量経費から支援した。

・（獣医学研究院）附属動物病院における臨床研究の
推進，ならびに基礎系および臨床系教員の共同研
究の推進を目的として，「北海道大学大学院獣医学
研究院臨床研究推進研究費」を創設して，2020 年
度から募集を開始する。原資は附属動物病院の売
り上げを活用する。

・年俸制，クロスアポイ
ント制度等の適用を促
進する。

・教職員合同の英語 FD・
SD 研修を実施する。

・教員候補者の選考にあ
たり，国際公募を原則
とし，可能な限り国内
外から広く優れた若手
人材を採用する。

・外国人教員（正規＋特
任）の積極的採用を実
施する。

・女性教員（正規＋特任）
の積極的採用を実施す
る。

・実施した教員公募は全て国際公募で実施した。 ・（獣医学研究院）教員の公募は全て日英の公募要領
を作成し，国際公募により実施した。

2．教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

・教育研究組織機能強化
のために，獣医学研究
科の研究院化，並びに
獣医学院と国際感染症
学院の新設を実施する。

（ 平 成 29 年 4 月 1 日 改
組・新設済）

・2017 年度より，獣医学研究科は，新興・再興感染
症を代表とする疾病に対し，世界的規模で異分野
が集結し人材育成する必要から，人獣共通感染症
リサーチセンターおよび医学研究院の一部と協力
し「国際感染症学院」を新設した。さらに，動物
医科学／汎動物学・最先端獣医療・世界環境保全
のプロフェッショナル育成に特化する社会的な必
要性から，新たな「獣医学院」が編成された。

3．事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

・各支援室組織の教育改
革・国際連携推進室へ
の一元化，並びに技術
室 組 織 の 見 直 し を 行
い，教育・研究支援体
制の合理的・効果的整
備を行う。

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1．外部資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

・研究院内研究強化戦略
タスクフォース等の拡
充により，全学の支援
組 織，URA 職 と 連 携
し，大学院課程・学士
課程の研究・教育を強
化・発展させるために
自己資金獲得を図る。

・獣医学研究院・人獣共通感染症リサーチセンター
の教員から構成されるワーキンググループにより
計画を練り申請した，卓越大学院プログラム

「One Health フロンティア卓越大学院」が採択さ
れた。
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・動物医療センターにお
け る 診 療 ス タ ッ フ 増
員，診療料金の適正化
により収入増を図ると
ともに，ブランド商品
展開により，診療活動
広報を兼ねた自己収入
増を図る。

・学士課程における学生
の移動費，実習経費の
一部について適正な範
囲で自己負担を求める。

・1 年次および 5 年次の帯広での宿泊を伴う実習に
おいて，10 万円を超えない範囲で自己負担を求め
た。

・機能強化促進経費により，エキゾチックアニマル
の診療を専門とする非常勤職員を雇用した。ま
た，動物医療センターの診療と小動物総合実習の
担当を主な業務とする特任教員計 5 名を動物医療
センターの収入等により雇用することを決定し
た。診療スタッフの増員により診療収入の増加が
期待できる。

・（獣医学研究院）機能強化促進経費により 5 名，動
物病院の収入により 9 名の特任教員を雇用して，
総合獣医臨床実習，24 時間診療に携わるスタッフ
の増員に努めた。また，動物病院の収入により，
エキゾチックアニマルの診療を専門とする非常勤
職員，眼科を専門とする非常勤職員を雇用して診
療機能の強化を図った。

・同窓会，企業，地域市
民等に向けた募金活動
を 活 発 に 展 開 し， 教
育・研究と動物医療セ
ンターの活動支援に活
用する。

・同窓生の寄付により設立した Gen Kato Fund を活
用して，計 10 名の教職員と大学院生を，アメリカ
で開催された Zoobiquity Conference に派遣した。
また，同 Fund により学部学生 5 名を先端的獣医
臨床を体験させるためにコロラド州立大学に 1 週
間派遣した。

・（獣医学研究院）同窓生の寄付により設立した Gen 
Kato Fund 等を活用して，計 4 名の学部学生，計
5 名の教職員を，コロラド州立大学に 1 週間派遣
して，先端的獣医臨床に関する研修を実施した。

2．経費の抑制に関する目標を達成するための措置

・ICT 化を活用した会議
等により，ペーパーレ
ス化を推進する。

・教授会等に活用していたペーパーレス会議システ
ムが老朽化したために，自助努力によりシステム
を更新した。

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

1．評価の充実に関する目標を達成するための措置

・年報により自己点検・
評価を実施（毎年度）
するとともに，中間評
価・外部評価を実施す
る。

・点検評価委員会等，自
己点検・評価体制の強
化により点検・評価の
実施と年度評価結果の
フォローアップ体制を
整備し実施する。

・H28〜29 年度年報を作成・公開した。 ・（ 獣 医 学 研 究 院 ） 欧 州 獣 医 学 教 育 機 関 協 会
（EAEVE）による獣医学教育プログラムの本審査
を受審するため，自己評価書（SER）を英文で作
成した。

2．情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

・編集体制強化と電子投
稿 シ ス テ ム 確 立 に よ
り，国際学術雑誌 JJVR

（Japanese Journal of 
Veterinary Research）
の投稿数・受理論文数
と IF 値を増加させる。

・研究院・学院・学部・
動物医療センターホー
ムページの拡充により
研究・教育活動の広報
と同窓会等による支援
体制の構築を図る。

・機能強化促進経費「国際獣医師人材を育成する獣
医学教育世界展開プログラム」の開始に伴い，同
プログラムの活動の情報発信のため，研究院・学
部のホームページを改変した。卓越大学院プログ
ラムのホームページを開設した。

・（獣医学研究院）より積極的な情報発信を目的とし
て，卓越大学院プログラムのホームページを改変
した。また，卓越大学院の諸活動の内容を発信す
るファイスブックを開設した。
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Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

1．施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

・第 2 期に設置した共同
獣医学課程を，より効
率的・効果的な教育体
制とする学生年次移動

（ブロック移動）プラン
に伴う講義・実習棟，
ドミトリーの整備計画
を進める。

・北キャンパス整備の一
環として研究院本館北
側地域の整備計画を推
進する。

・H30.3 月に共同課程第 1 期生が卒業し，卒業時ア
ンケートを基にカリキュラムの改善を検討し，
H31 年度から新カリキュラムを開始する。

・獣医学部の学生が 5 年次から帯広畜産大学の研究
室に所属して課題研究のための仕事を実施できる
学生の年次移動制度を利用し，H29 年度 1 名，
H30 年度 1 名の学生が帯広畜産大学の研究室に配
属された。

・（獣医学部）平成 31 年度より，共同獣医学課程の
新カリキュラムを開始した。

・（獣医学部）2019 年度において，北大生 2 名およ
び畜大生 1 名がそれぞれ畜大および北大に移動
し，2 年間の学生生活を送っている。

2．情報環境整備等に関する目標を達成するための措置

・独自の教務ポータルサ
イト Vet Portal と自学
自習支援 Glexa プラッ
トフォームの統合を進
め学生の学習支援を強
化する。

・VetPortal ならびに Glexa 双方に学習支援に有利な
点があり，統合するのではなく，それぞれを生か
した学習支援プランを強化した。

・（獣医学部）Glexa の老朽化に伴う，次期自学自習
支援プラットフォームを検討する WG を立ち上
げ，計画を策定した。

・教育・研究推進のため
に研究院全施設に LAN
アクセスポイントを拡
充し，ネットワーク環
境を整備する。

3．安全管理に関する目標を達成するための措置

・全学支援の下でリスク
マネジメント教育を充
実させる。

・全学マネジメントの下
で，教職員と学生の教
育・研究の場における
安全教育を充実させる。

・2〜4 年次は，年度始めの「生物科学基礎演習」
で，学年ごとに安全教育を実施した。5 年次以降
ならびに大学院生においては，教職員とともに各
研究室で安全教育を実施した。

4．法令遵守等に関する目標を達成するための措置

・e ラーニングシステム
受 講，FD・SD の 開 催
により教職員に対し研
究倫理の徹底を図ると
ともに，研究倫理特論
の開講や FD・SD への
参加を通して学生の研
究倫理教育を推進する。

・規則遵守の徹底を目的として，動物実験および遺
伝子組換え実験にかかる FD/SD を実施した。
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5．他大学等との連携に関する目標を達成するための措置

・共同獣医学課程を継続
するとともに，その体
制・体系の抜本的改善
に向けて，年次進行に
ともなう学生移動（ブ
ロ ッ ク 移 動 ） と カ リ
キ ュ ラ ム・ 入 試 制 度
等，実質的な 80 名クラ
スでの教育体系・体制
整備の検討を進める。

・共同獣医学課程の教育
内 容・ 手 法， 教 育 体
制，施設・設備／学習
環境の改善・整備を進
め，獣医学教育の欧米
水準化を達成する。

・ヨーロッパ獣医学教育確立協会（EAEVE）による
獣医学教育の認証取得のために，病理解剖室，ス
キルスラボの整備を進めた。動物医療センターの
24 時間開院の準備を進め，平成 31 年 4 月より 24
時間体制で開院し，夜間救急医療実習に活用す
る。北海道庁の協力を得て，食肉衛生の学外実習
体制を整え，平成 31 年度は計 5 名の学生が，早来
およびお帯広食肉検査事務所で体験型実習を実施
した。

・（獣医学部）2019 年 7 月に欧州獣医学教育機関協
会（EAEVE）による北海道大学獣医学部・帯広畜
産大学畜産学部共同獣医学課程が実施する獣医学
教育プログラムの本審査（海外機関による第三者
評価）を受けた。2019 年 12 月に EAEVE による
完全認証か決定した。我が国では，山口大学・鹿
児島大学共同獣医学部とともに，初の認証取得と
なった。アジアの獣医系大学では初めての認証取
得である。

・（獣医学部）80 名クラスの体制を構築するため，
夏季休業中に「札幌基礎獣医学演習，獣医学概論」
を札幌で，「帯広基礎獣医学演習，農畜産演習」を
帯広で実施した。さらに，新たな遠隔 TV システ
ムを導入，畜産系科目，獣医師導入教育を実施し
た。

・（獣医学部）2019 年 12 月 11 日に，欧州獣医学教
育協会の実施する国際認証を取得した。

Ⅵ　部局独自の中期計画

・高水準の研究を推進す
るとともに，その発信
力を強化する。

・ 共 同 獣 医 学 課 程 の 体
制・体系の抜本的改善
に向けて，年次進行に
伴う学生移動（ブロッ
ク移動）とカリキュラ
ム や 入 試 制 度 等 の 検
討・整備を進めるとと
もに，実質的な 80 名ク
ラスの教育に必要な講
義・ 実 習 棟 ／ ド ミ ト
リー等の施設整備を計
画する。

・研究・教育を充実推進
す る た め に，EU 基
準，AAALAC 基 準 を
満たした動物施設の整
備 を 実 施 す る と と も
に，これを活用した他
部局・機関との連携を
推進する。

・3 年に一度の AAALAC International（実験動物
ケア評価認証協会）の査察のために自己診断書を
作成し，平成 31 年 2 月に受診した。AAALAC の
認証取得は，国際的な専門団体による第三者評価
により，動物福祉に配慮した動物実験の実施と実
験動物の飼育が世界水準にあることが認められた
ことを意味し，平成 19 年に国内大学として初めて
の認証取得以降継続して認証されている。

・動物医療センター放射
線治療／画像診断部門
の診療・教育体制を強
化してアジア地域の基
幹研修施設とし，海外
獣医系大学との教育・
研究連携を推進する。

・ 国 際 学 術 雑 誌 JJVR
（Japanese Journal of 
Veterinary Research）
の編集体制を強化，電
子投稿システムを確立
し，投稿数・受理論文
数と IF 値の増加を図り
国際ジャーナルとして
の確固たる地位を築く。
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（2）国際感染症学院
第 3 期中期計画 平成 30 年度の取組・実績 令和元年度の取組・実績

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

1．教育に関する目標を達成するための措置

（1）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

・国際感染症学院（講義
は全て英語で実施）を
開設し，感染症学及び
関連領域における高度
な専門知識・技術を有
し，それらを研究に実
践 応 用 で き る 人 材，
One Health のコンセプ
ト の 元 で 国 際 舞 台 で
リーダーシップを発揮
できる人材を養成し，
社会に輩出する。

・大学院課程における修
学ポートフォリオの導
入・運用を実施する。

・感染症学及び関連領域における高度な専門知識・
技術を有し，国際舞台でリーダーシップを発揮で
きる人材を養成するために，講義等は全て英語で
実施する体制を整備した。

・国際舞台でリーダーシップを発揮できる人材を養
成 す る た め に，「Global Leaders Workshop」 や

「One Health Debate」を開催して，PBL 等による
能力向上を目指している。

・修学ポートフォリオシステムとして，VetlLog の
運用を開始しており，講義スケジュール等の連絡
体制，各報告書等の電子化を行い，指導教員，学
生間で情報の共有を図っている。

・獣医学研究院，人獣共通感染症リサーチセンター
および医学研究院の教員で構成される「国際感染
症学院」を 2017 年度に開設し，年次進行型の体系
化した教育課程（学院行事や授業等は全て英語で
実施）を実施した。また人獣共通感染症対策専門
家を養成するため，「人獣共通感染症対策専門家
コース」を設置して，専門家として必要な知識と
技術の修得を目的として，「人獣共通感染症対策専
門特論」を必修科目として開講した。

・2019 年度からは，WISE プログラム「北海道大学
One Health フロンティア大学院プログラム」によ
り，One Health に係る問題解決策をデザインして
実行できる専門家（知と技のプロフェッショナル）
の養成を実施している。また，一部を文理問わず
大学院生に提供する One Health Ally コースを設
置した。

・学院行事や全ての講義・演習および実習を英語で
実施している。また大学院履修の手引き，シラバ
スおよび学位申請の手引きを英語化した。事務連
絡等も日英併記を励行して大学院の国際化を進め
た。

・2017 年度から本格的に修学ポートフォリオシステ
ム「VetLog」を開始した。LP/WISE プログラム
において授業開始連絡，認定試験結果，各種説明
会の案内，レポート提出，資格審査報告など，自
身の成長や修得能力の確認といった学修成果の可
視化に用いられている。

・大学院課程のアクティ
ブラーニング化を推進
する。

・アカデミック・インテ
グリティの保証，高度
職業人倫理教育のため
に，研究倫理教育を強
化する。

・多くの講義・演習において，プレゼンテーション
やグループ討論による課題解決などアクティブ
ラーニング化を図っている（獣医衛生学特論，免
疫学特論など）

・1 年次学生に対してアカデミック・イングリッ
シュを必修科目として開講し，英語によるコミュ
ニーケーション能力等の向上を図っている。また
研究倫理演習を必修科目として開講し，研究者倫
理の醸成等を図っている。

・グループワークによる問題解決能力の養成のた
め，リスク評価に係る演習等をアクティブラーニ
ング形式で実施している。さらに，人獣共通感染
症対策専門家養成コースでは専門家認定試験にグ
ループワークによる問題解決策の立案を骨子とす
る試験を導入して，学生の専門性と総合力を評価
する。

・若手教員と学生を交えたワークショップを毎年 1
回実施している。具体的には，One Health に関連
する課題について，5 人程度のグループで討論を
行い，グループの考えを纏めて発表する過程を通
じて，課題発見能力，コミュニケーション能力，
説明能力，チームワーク力を養っている。

・「アカデミックイングリッシュ」を必修科目として
開講している。本科目は，ディベートを中心とし
たアクティブラーニング授業であり，学生の能力
とニーズに応じて様々なクラスを開講するととも
に，個別にオーダーメイド式のフォローアップも
実施している。
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・教育課程の一層の体系
化と学修成果の検証体
制の整備を推進すると
ともに，学生組織がカ
リキュラムや授業改善
に参画できる仕組みを
整備する。

・入学時ガイダンスを実施し，履修方法や進級要
件，学位取得の要件等について詳細に周知してい
る。

・カリキュラムマップを作成し，学院 HP に公開し
た。

・教務委員会に若手教員や大学院生代表を構成員と
して加え，教員とともに教育改善等に参画できる
体制を整備した。

・各授業毎に授業アンケートを実施し，各担当教員
へのフィードバックとともに，学院 FD 委員会で
解析を行い教育改善を実施できる体制を整備した。

・感染症学および関連領域における学術基盤の修得
や研究者としての倫理観や研究規範の醸成を目的
として，「獣医科学・感染症学基礎科目」や「研究
倫理演習」を開講する。さらに年次進行に合わせ
て，感染症学に関する高度な専門知識や技術の修
得するため，「国際感染症学コア科目Ⅰ，Ⅱ A お
よびⅡ B」を開講して，年次進行型の体系化した
教育課程を実施している。

・総合的・学際的な知識や関連領域における専門知
識や技術の修得を目的として，「大学院共通科目」
や医学院開講科目の履修も設定している。また人
獣共通感染症対策専門家を養成するため，専門家
として必要な知識と技術の修得を目的として，「人
獣共通感染症対策専門特論」を必修科目として開
講する。

・教務委員会に学生委員として大学院各学年の代表
を参加させて，学生の意見を，部局運営および教
育改善の PDCA サイクルに反映させる制度を実施
している。また全ての授業で授業アンケートを実
施して，その結果を教員にフィードバックして教
授法の向上や授業改善に利用している。

・2019 年度から国際感染症学院アセスメントポリ
シーを設置し，教育目標の到達度を高めるために
教学アセスメントを実施している。とくにカリ
キュラムの満足度について，4 年修了時に聴取
し，FD 委員会ならびに教務委員会が共同して，
教育改革に取り組む。

・GI-CoRE，並びに国際
感染症学院の活動を通
じて海外大学との教育
連携を推進して，JD，
DD 又はコチュテル等
の設置を目指す。

・アイルランド国立大学ダブリン校とのコチュテル
実施に向けて準備を行っており，部局間覚書を締
結し，教育交流を目的に学生の受入や派遣を実施
している。

・海外大学との教育連携を推進するために，2019 年
9 月にタイ・タマサート大学公衆衛生学部とコ
チュテルプログラムを締結した

（2）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

・英語を母語とする教員
を常置し，学生に加え
教職員向けの英語教育
FD を実施して英語能
力の向上を図る。

・英語を母国語とする特任講師 1 名が獣医学研究院
に配置されおり，必修科目であるアカデミック・
イングリッシュを担当して，学生の英語能力の向
上を図っている。

・英語を母国語とする教員（特任講師 1 名）を常置
して，国際舞台で活躍できる英語力を修得するた
め，「アカデミックイングリッシュ」を必修科目と
して開講している。

（3）学生への支援に関する目標を達成するための措置

・修学メンター制度の導
入 等 に よ り， 修 学 支
援・キャリアパス支援
を強化する。

・各学生毎に，教員メンター，学生メンター（上級
生），シニアメンターを構成員とする修学メンター
制度を整備し，修学支援やキャリアパス支援を
行っている。

・キャリアパス委員会を設置し，国内及び海外イン
ターンシップの支援を実施している。

・メンター制度を修学ポートフォリオシステム「Vet-
Log」を用いて導入しており，学生ごとに教員や
上級生および卒業生から構成されるメンターを設
置して，学修支援やキャリアパス支援を実施して
いる。

・特別修学支援に関する
FD・SD 研修を実施す
る。
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（4）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

・既存入試制度の検証と
アドミッション・ポリ
シーに基づく今後の入
試方針の検討・策定を
行うとともに，国際化
に対応した入学者選抜
方法の改善を実施する。

・国費外国人留学生の優
先配置，JICA 感染症医
学医療人材育成特別プ
ログラムを利用し，優
れた外国人留学生を積
極的に受け入れる。

・平成 30 年度実施入学試験より，私費外国人留学生
入試と外国人特別選抜を統合し，国際化に対応し
た外国人留学生入試（平成 31 年度 4 月入学）とし
て実施した。

・平成 32 年度入学者選抜試験から修学に必要な外国
語（英語）能力の評価方法として独自の英語試験
を廃止し，外部試験（TOEFL，TOEIC，IELTS
など）スコアの利用に移行するため，平成 31 年度
入学者選抜試験では独自の英語試験と外部試験を
併用して実施した。

・国費外国人留学生の優先配置や JICA 感染症医学
医療人材育成特別プログラムを利用して優れた外
国人留学生を受け入れた（国費外国人留学生の優
先配置 4 名，JICA 感染症医学医療人材育成特別プ
ログラム 5 名）。

・2018 年度には，入学試験に外部英語試験を試験的
に導入し，2019 年度から完全導入している。

・2017 年度は，自学部外日本人特別選抜や博士 LP
外国人特別選抜，PGP や JICA 感染症医学医療人
材育成特別プログラムによる選抜を実施したが，
2018 年度から，新たに外国人入学者を外国人特別
選抜制度（博士 LP による外国人特別選抜，PGP
や JICA 感染症医学医療人材育成特別プログラム
による外国人留学生獲得，WISE プログラム選抜
試験）としてまとめて実施するようにした。海外
在住の入学希望者とは遠隔 TV システムを利用し
たインタビューを獣医学院とともに実施している。

4．その他の目標を達成するための措置

（1）グローバル化に関する目標を達成するための措置

・外部資金を活用して大
学院生の海外派遣を積
極的に進める。

・英語を母語とする教員
を常置し，留学希望者
への英語トレーニング
支援体制を整備する。

・GI-CoRE 参画海外大学
と の 共 同 企 画 に よ る

「サマー・インスティ
テ ュ ー ト 」 に お い て

“Bioinformatics and 
Computational Biology”
を開講する。

・平成 30 年度より，卓越大学院プログラムに採択さ
れ，大学院生の海外派遣を拡充するための各種制
度の整備を行っている。

・英語を母国語とする特任講師 1 名が獣医学研究院
に配置されおり，必修科目であるアカデミック・
イングリッシュを担当して，学生の英語能力の向
上を図っている。

・GI-CoRE 参画海外大学との共同企画による「サ
マー・インスティテュート」において“Bioinfor-
matics and Computational Biology”を開講した。

・海外での調査研究や海外機関・海外大学との共同
研究および国際機関での就労体験を行う「海外イ
ンターンシップ A および B」を単位化して修了要
件（必修科目）とした。そしてこれらの海外活動
を推進するために，多くの世界的な教育研究機関
との間で，専門家の招聘や教員の派遣を通じて協
働教育体制を構築しており，学生の派遣を推進し
ている。またキャリアパス委員会を設置してイン
ターンシップ派遣を支援している。

・WISE プログラム「北海道大学 One Health フロン
ティア大学院プログラム」（2019 年度〜）によ
り，大学院教育の改善を継続して実施しており，
一部を文理問わず大学院生に提供する One Health 
Ally コースを設置する。WISE プログラムととも
に部局の積立金を使用して，学生のインターン
シップ派遣等を経済的に支援している。

・英語を母国語とする教員（特任講師 1 名）を常置
して，国際舞台で活躍できる英語力を修得するた
め，「アカデミックイングリッシュ」を必修科目と
して開講している。

・Hokkaido サマー・インスティテュートにおいて，
「生体防御特論」および「バイオインフォマティク
スと計算生物学」を提供した。

・学生の留学経費を支援
する体制を拡充する。

・学生の海外活動に伴う
リスク管理の FD・SD
を実施し，第 2 期に導
入した大学院生の海外
派遣にともなうリスク
管理を強化する。

・3 年次以降，海外インターンシップでの大学院生
の海外派遣を支援するために前年度より積立制度
を利用して，その準備を実施している。

・海外派遣を経験した学生による海外活動報告会
（年 2 回）を定期的に実施し，大学院生間で海外活
動に関する情報を共有している。

・海外活動に伴うリスク管理に関する FD を実施し
た。

・WISE プログラム「北海道大学 One Health フロン
ティア大学院プログラム」（2019 年度〜）ととも
に部局の積立金を使用して，学生のインターン
シップ派遣等を経済的に支援している。

・FD 委員会による組織的な FD および SD を実施し
て教職員の能力向上に取り組み，英語による教授
法や学生を海外派遣する際の危機管理体制の構築
等の推進を図っている。
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